
松江市 報道機関配布資料 

 

令和 8年 4月 6日 

件名　 

松江市生活環境保全推進員委嘱状交付式の開催について 

 

 

内容 

各地区公民館及び自治会連合会から推薦をいただいた松江市生活環境保全推進員に市長から委

嘱状を交付します。（任期は 2 年） 

　松江市生活環境保全推進員は、松江市生活環境の保全に関する条例に基づき、生活環境の保全

を推進するため市と連携し、環境活動の先頭に立ち、地域に密着した施策を推進していくリーダーと

して活動します。 

 

日 時　　 令和 8 年 4 月 14 日（火）　13：40～15：00 

場 所　　 松江市総合体育館サブアリーナ（松江市学園南 1-21-1） 

出席者 　　松江市  市長　　上定　昭仁　 

松江市生活環境保全推進員 74 人 

日 程 　　13:00 受付開始 

13:30 事務連絡・説明 

13:40 委嘱状交付式 

15:00　終了 
 

 

【問い合わせ】 

　　　　　環境エネルギー部　環境エネルギー課　担当：來間、川上 電話：55-5271　 



松江市生活環境保全推進員について 

 

１．松江市生活環境保全推進員とは 

 

 快適な生活環境を保全するためには、市民一人ひとりが環境に配慮した生活を送り、家

庭や地域などで身近な活動を実践することが大切です。 

こうした市民の環境保全意識の高揚と実践活動を推進するために、各公民館と自治会

連合会よりご推薦いただいた生活環境保全推進員のみなさまに地域のリーダーとして、ま

た行政と地域住民とのパイプ役として、市などが実施する環境事業、地域での学習活動や

奉仕活動への参加など環境保全活動の推進役としてのご協力をお願いしております。 

 

①推進員の体制 

・推進員は、世帯数などにより市内各 29 の公民館単位で推進員の人数が定めてあり、

全体では 126名の体制となっています。（任期 1期 2年） 

・各地区から 1 名の方を代表者として選出（地区代表）し、29 名の方が地区代表者と

なります。 

・29の公民館を5つのブロックに集約し、5名の方をブロック代表者として選任してい

ます。 

 

 

２．推進員の活動について 

①地域のごみ排出状況の点検 

各地区で収集日に出されているごみが正しく分別されているかの点検 

 

②地域の美化推進活動 

各公民館で独自に取り組みを行っておられる清掃活動や花壇の整備などへの参加 

 

③不法投棄防止のパトロール 

環境対策課を中心に、地域でのごみの不法投棄や地区外からのごみの持込みなど

中央ブロック 松北ブロック 松東ブロック 湖南ブロック 松南ブロック 

地区名 推進員 地区名 推進員 地区名 推進員 地区名 推進員 地区名 推進員 

城 北  5 秋 鹿 3 朝 酌 3 乃 木 8 古志原 5 

城 西 6 法 吉 5 持 田 3 忌 部 3 大 庭 5 

城 東 5 生 馬 3 川 津 6 玉 湯 5 竹 矢 4 

雑 賀 4 古 江 4 本 庄 3 宍 道 4 津 田 7 

白 潟 3 大 野 3 島 根 3 計 20 八 雲 4 

朝 日 3 鹿 島 4 美保関 6   東出雲 6 

計 26 計 22 八 束 3   計 31 

    計 27 
  

 

    



重点箇所の点検 

 

④リサイクルステーションの見回り点検 

     地域に設置されている缶、びん、ペットボトルの資源回収ボックスであるリサイクル

ステーションがきれいに利用されているかの点検 

 

⑤視察研修 

     公民館の環境部と連携し、年に 1～2回環境施設の視察見学と環境研修会に参加 

・エコクリーン松江、西持田リサイクルプラザ、川向リサイクルプラザの視察 

・まつえ環境市民会議主催の事業への参加、出前講座など 

 

⑥美化推進地域・喫煙制限区域の見回り点検 

松江市きれいなまちづくり条例で定められている市内１１か所の美化推進地域・ 

喫煙制限区域の見回り点検 

 

⑦その他 

・環境問題に関する行事や研修会への参加 

・地域からの要望や提言等のとりまとめ 

・公民館や地区環境部と連携し地域に根付いた環境活動 

 


